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おしらせＨＯＴコーナーおしらせＨＯＴコーナー

特定保健指導を利用しましょう特定保健指導を利用しましょう

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

▼
要
介
護
認
定
３
以
上
を
受
け
て
い
る
方

で
、
同
居
家
族
か
ら
支
援
を
受
け
ら
れ
な

い
方
（
在
宅
の
方
の
み
）

▼
身
体
障
害
者
手
帳
を
有
す
る
方
の
う
ち
、

障
が
い
の
等
級
が
１
～
２
級
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方

▼
知
的
障
が
い
や
精
神
障
が
い
が
あ
る
方

▼
難
病
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

▼
本
人
の
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い

妊
産
婦
や
乳
幼
児
、
日
本
語
の
理
解
が
十

分
で
は
な
い
外
国
人
の
方
な
ど

要
援
護
者
情
報
の
登
録
方
法

　
八
潮
市
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
個

別
計
画
書
兼
登
録
申
請
書
（
社
会
福
祉
課
、

長
寿
介
護
課
、
障
が
い
福
祉
課
、
市
内
公

共
施
設
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入

手
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
窓
口
ま
た

は
郵
送
で
社
会
福
祉
課
へ
。

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
八は

ち

本ほ
ん

目め

の
槍や

り

」

今い
ま

村む
ら

翔し
ょ
う

吾ご　
著

「
将し

ょ
う

軍ぐ
ん

の
子こ

」

佐さ

藤と
う

巖が
ん

太た

郎ろ
う　
著

「
神か

み

様さ
ま

の
暇ひ

ま

つ
ぶ
し
」

千ち

早は
や

茜あ
か
ね　
著

「
猫ね

こ

を
お
く
る
」

野の

中な
か

柊ひ
い
ら
ぎ
　
著

「
て
ん
げ
ん
つ
う
」

畠は
た
け

中な
か

恵め
ぐ
み　
著

■
児
童
書

「
走は

し

れ
！
メ
ー
プ
ル
」

菅す
が

聖せ
い

子こ　
文　
山や

ま

本も
と

遼り
ょ
う　
写
真

「
タ
ヌ
キ
の
き
ょ
う
し
つ
」

山や
ま

下し
た

明は
る

生お　
作　
長は

谷せ

川が
わ

義よ
し

史ふ
み　
絵

「
ほ
う
さ
ん
ち
ゅ
う
」

松ま
つ

岡お
か

篤あ
つ
し

監
修　
か
ん
ち
く
た
か
こ
文

「
焼や

け
あ
と
の
ち
か
い
」

塚つ
か

本も
と

や
す
し　
絵　
半は

ん

藤ど
う

一か
ず

利と
し　
文

「
き
ん
ぎ
ょ
す
く
い
め
い
じ
ん
」

松ま
つ

成な
り

真ま

理り

子こ　
作

■
１０
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１３
日
㈰
・
２２
日
㈷　
午
前

１１
時
～
▼
一
般
向
け
＝
１４
日
㈷
・
２７
日
㈰　

午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１３
日
㈰
・
２７
日
㈰　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
１０
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館　

１５
日
㈫
・
２１
日
㈪
・
２８
日
㈪

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日
、
１４
日
㈷
・
２２
日
㈷

八
幡
図
書
館
・
八
條
図
書
館
・
駅
前
出
張

所
図
書
窓
口
特
別
整
理
休
館

１
日
㈫
～
７
日
㈪

越
谷
市

こ
し
が
や
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ア

腹
１０
月
１４
日
㈷　
午
前
１０
時
～
（
予
定
）

複
総
合
体
育
館

淵
体
力
テ
ス
ト
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
、
卓
球
、

ビ
ー
チ
ボ
ー
ル
バ
レ
ー
無
料
体
験
な
ど

沸
無
料

物
総
合
体
育
館
☎
９６４
・
４
３
２
１

草
加
市

第
１７
回
草
加
宿
場
ま
つ
り

腹
１０
月
６
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
５
時

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

複
旧
日
光
街
道
沿
い
周
辺

淵
大
名
行
列
、
子
ど
も
パ
レ
ー
ド
、
お
神

輿
、
模
擬
店
、
街
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な

ど物
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課
☎
９２２
・
０
７

９
６

三
郷
市

三
郷
市
消
費
生
活
展

腹
９
月
２８
日
㈯　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

複
三
郷
市
役
所
南
側
市
民
駐
車
場

淵
く
ら
し
に
役
立
つ
情
報
を
満
載
し
た
出

展
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

物
広
聴
室
☎
９３０
・
７
７
２
４

吉
川
市

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ

パ
ー
テ
ィ
ー

腹
１０
月
６
日
㈰　
午
前
１１
時
～
午
後
２
時

３０
分
（
料
理
の
提
供
は
正
午
か
ら
）

複
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す
（
入
場

無
料
）

淵
外
国
の
方
に
よ
る
日
本
語
ス
ピ
ー
チ
や

日
本
や
海
外
の
歌
や
踊
り
を
披
露
、
世
界

各
国
の
料
理
の
提
供
（
１
品
１００
円
）
な
ど

を
行
う
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト

物
市
民
参
加
推
進
課
☎
９８２
・
９
６
８
５

松
伏
町

松
伏
町
制
５０
周
年
事
業　
ま
つ
ぶ
し
町
民

ま
つ
り
２
０
１
９

腹
１０
月
２０
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

３０
分

複
松
伏
記
念
公
園
な
ど

淵
宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
り
ん
ご
な
ど
の

販
売
ブ
ー
ス
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
、

鼓
笛
隊
、
ダ
ン
ス
、
模
擬
店
・
バ
ザ
ー
コ

ー
ナ
ー
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
コ
ー
ナ
ー
、

物
産
コ
ー
ナ
ー
、
啓
発
コ
ー
ナ
ー
、
福
祉

模
擬
店
コ
ー
ナ
ー
、
商
工
会
コ
ー
ナ
ー
、

子
供
み
こ
し
・
山
車
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
、
ス
ピ
ー
ド
ガ
ン
・
ス
ト
ラ
ッ
ク
ア
ウ

ト
、
体
力
測
定
な
ど

物
ま
つ
ぶ
し
町
民
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事

務
局
（
環
境
経
済
課
内
）
☎
９９１
・
１
８
５

４

　
市
で
は
、
災
害
時
の
安
否
確
認
や
避
難

誘
導
な
ど
の
支
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
行

う
た
め
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
が
で
き

ず
、
支
援
を
必
要
と
す
る
方
を
対
象
に
災

害
時
要
援
護
者
名
簿
へ
の
登
録
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
名
簿
は
、
市
の
関
係
部
署
、
消
防

署
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
、
草
加
警
察
署
、
居
住
す
る
地

域
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
の
支
援

者
に
提
供
し
、
災
害
時
の
安
否
確
認
や
避

難
支
援
な
ど
に
役
立
て
ま
す
。

要
援
護
者
と
は

　
本
人
や
家
族
の
力
だ
け
で
避
難
が
難
し

い
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
健
康
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
で
、
６５

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
お
よ
び

高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方

※
申
請
書
の
入
手
や
届
け
出
が
困
難
な
場

合
は
社
会
福
祉
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
支
援
に
必
要
な
個
人
情
報
を
避
難
支
援

者
に
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
ま
た
、
登
録
情
報
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

登
録
す
る
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い

▼
日
頃
か
ら
地
域
の
方
と
の
交
流
を
深
め
、

ど
の
よ
う
な
支
援
が
必
要
か
話
し
合
っ
て

く
だ
さ
い
。

▼
防
災
訓
練
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
し
、

避
難
経
路
や
危
険
箇
所
、
避
難
所
な
ど
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
常
生
活
で
必
要
と
な
る
物
を
、
い
つ

で
も
持
ち
出
せ
る
よ
う
に
準
備
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
町
会
・
自
治
会
に
加
入
し
て
い
な
い
方

は
、
積
極
的
に
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

物
社
会
福
祉
課
☎
焚
３
１
６

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

災
害
時
要
援
護
者
の
登
録

質問

　先日私の母が他界しました。母の相続人は長女である私と兄です。
私は母の生前、ずっと母の看病や介護をしてきましたが、兄は母の
面倒を一切みていません。母の相続について兄と遺産分割をする際、
私は兄に何か主張できないのでしょうか。

回答

　遺産分割をする際、相談者は寄与分を主張するべきでしょう。寄
与分が認められるためには、相続人が「被相続人の事業に関する労
務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」に
より、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与（貢献）を
したことが認められる必要があります（民法第９０４条の２）。「被相続
人の療養看護」とは、被相続人を相続人自らが看病したり、または
相続人自らの負担で付添人を雇うことで、被相続人が費用の負担を
免れたような場合をいいます。特別の寄与という以上、親子間の扶
養義務といった法律上当然とされる義務を尽くすだけでは足りませ
ん。また、その行為が専ら被相続人の精神面の支えになったにすぎ
ない場合には、寄与分は認められません。
　そして、その寄与をした相続人には、遺産分割の際に法定相続分
により取得する額を超える額の遺産を取得する権利があり、相談事
例でも相談者に寄与分が認められれば、本来の法定相続分により取
得できる額を超えて母の遺産の分配を受けることができます。
　なお、相談事例は共同相続人間で寄与分を主張する場合でしたが、
本年７月１日に施行された改正相続法では、相続人以外の被相続人の
親族であっても特別の寄与をした場合には、相続開始後、相続人に
対し、寄与に応じた額の金銭を請求できることが新たに定められま
した。
　相談事例のようなケースで共同相続人が寄与分を認めない場合、
寄与分を争うためには裁判手続きが必要となってきますが、その際
特別の寄与に関する具体的な主張・立証が求められますので、相続
問題に精通した弁護士に相談することが望ましいでしょう。
物埼玉弁護士会越谷支部　☎９６２－１１８８　中村毅人（弁護士）

寄　与　分

物国保年金課☎焚８２５

　八潮市国民健康保険の方のうち、特定健診の結果、生活習慣病の
リスクがあるとされた対象者へ、特定保健指導の通知を発送します。

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

専門家による指導で、
生活習慣を改善するチャンスです！
通知が届いた方は、ぜひご利用ください！

特定保健指導は…
①利用料は無料です
②ご自宅に指導員が伺います
　（市内公共施設での実施も可能です）
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